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B. 安全・安心な暮らしの実現（国県道編） 

B-3. 防災機能の強化 
 

 

 

   雨水出水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 
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B. 安全・安心な暮らしの実現（国県道編） 

 

 

 

 

   内水浸水想定区域（雨水出水浸水想定区域） 

 

  

評価結果 
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B. 安全・安心な暮らしの実現（国県道編） 

B-3. 防災機能の強化 
 

 

 

   緊急輸送道路網図 
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出典：地域防災計画 
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B. 安全・安心な暮らしの実現（国県道編） 

 

 

 

 

   国県指定緊急輸送路／市指定緊急輸送路（１次・２次） 
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C. 活力あるまちづくりへの貢献（国県道編） 

C-1. 主要拠点へのアクセス性向上 
 市内の主要な鉄道駅へのアクセス向上への貢献度を評価する。 

 対象路線の区間と駅から半径 1km の圏域を重ね合わせ、圏域に入り込む区間であれば評価する。 
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C. 活力あるまちづくりへの貢献（国県道編） 
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C. 活力あるまちづくりへの貢献（国県道編） 

C-2. 広域連携の強化 
 広域交流拠点との連携や他市との接続性向上への貢献度を評価する。 

 広域道路ネットワークを形成し、企業誘致や観光誘客、災害発生時の連携強化が期待できるなど、

対象路線が他市へ接続する路線を評価する。 
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C. 活力あるまちづくりへの貢献（国県道編） 
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C. 活力あるまちづくりへの貢献（国県道編） 

C-3. 土地利用の誘導・支援 
 新たなまちづくり地区の骨格形成や企業誘致等に資する開発促進への貢献度を評価する。 

 「大和市都市計画マスタープラン（令和８年３月一部改定）」に示される「目指す土地利用の姿」

図に位置付けられた「新たなまちづくりを検討する地域（土地利用誘導地）」の骨格形成に不可欠

な路線（当該地区を通過する路線）を評価する。 

 

   目指す土地利用の姿 
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新たなまちづくりを検討する

地域 
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D. 事業の実現性と効率性（国県道編） 

D-3. 整備上の制約条件 
 事業の長期化や困難性につながる物理的な制約の有無を評価する。 

 評価路線の区間のルート上に、「河川」「鉄道（平面交差のみ）」「高低差（現道なしの場合）」

のいずれかが支障する場合に、該当する制約条件の数をカウントし、制約条件が少ない区間（また

は制約条件のない区間）を評価する。（※課題が少ない区間を評価する） 

 

   河川・鉄道 
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D. 事業の実現性と効率性（国県道編） 

 

 

 

 

 

   河川・鉄道（平面交差のみ） 

 

  

評価結果 
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D-3. 整備上の制約条件 
 

 

   高低差 
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出典：国土地理院 基盤地図情報（数値標高モデル） 
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D. 事業の実現性と効率性（国県道編） 

 

 

   高低差（現道なしの場合） 

 

評価結果 
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D. 事業の実現性と効率性（国県道編） 

D-3. 整備上の制約条件 
【整備上の制約条件】の評価結果 

 

   整備課題なし 

 

  

評価結果 
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（５）都市計画道路整備プログラム 

今回の計画策定においては、現在の本市が置かれている状況を前提に様々な視点から評価し「事業

化推進ブロック」、「事業化検討ブロック」といったカテゴリ分けを行い、整備優先度を定めました。 

 

① 短期（～５年）で整備及び着手する路線 ⇒①事業化済み路線 

② 中期（５～２０年）で事業化を推進する路線 ⇒②事業化推進路線 

③ 長期（２０年～）で事業化を検討する路線 ⇒③事業化検討路線 

※期間は、市の財政状況を踏まえ見直しを図る 

④ 事業化を見送る路線 ⇒④事業化見送り路線 

 

１）未整備都市計画道路の優先度（市道編） 
【短期（～５年）で整備及び着手する路線 一覧】事業化済み路線 

対象路線 

3･4･3 福田相模原線（上草柳地区） 

3･4･3 福田相模原線（南林間地区） 

 

【中期（５～２０年）で事業化を推進する路線 一覧】事業化推進路線 

ブロック 対象路線 

① 

3･4･2 南大和相模原線（内山地区） 

3･5･2 公所相模原線 

3･5･3 公所中央林間線（内山地区） 

② 
3･5･3 公所中央林間線（中央林間地区） 

3･4･3 福田相模原線（中央林間地区） 

⑩ 3･4･3 福田相模原線（福田地区） 

 

【長期（２０年～）で事業化を検討する路線 一覧】事業化検討路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ブロック 対象路線 

④ 3･4･6 三ﾂ境下草柳線（一部） 

⑦ 

3･5･13 大和駅北線（入村扇野線の一部） 

3･5･14 大和駅東線（天満宮 1 号，2 号，大和南 7 号） 

3･5･15 大和駅西線（中央 19 号，21 号） 

⑤ 
3･4･4 水窪座間線 

3･4･3 相模原二ツ塚線（座間市） 

⑧ 3･4･3 福田相模原線（上草柳地区） 

③ 3･4･7 南林間座間線 

⑥ 3･4･2 南大和相模原線（大和東地区） 

※⑨ 3･4･3 福田相模原線（中央地区）は、代替経路の県道があるため 

事業化見送り路線とした 
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図 未整備都市計画道路の優先度（市道編） 

 

 

 

  



第４章 

都市計画道路整備プログラム 

１３３ 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

２）未整備都市計画道路の要望優先度（国県道編） 
ブロック 対象路線 

⑫ 3･4･1 藤沢町田線（国道 467 号） 

⑪ 3･4･5 横浜厚木線（県道 40 号） 

⑬ 3･3･1 宿つきみ野線（県道 56 号） 
 

 

図 未整備都市計画道路の要望優先度（国県道編） 
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第５章 

 実現化に向けた取り組み 
 

（１） 基本的な考え方 

（２） 道路整備施策の進行管理 

（３） 道路整備計画の更新 
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（１）基本的な考え方 

道路事業は、日常的な維持管理業務のほか、中長期的なスパンで行う都市計画道路の整備など、

様々な特色の事業を総合し、将来に渡り持続可能なものでなければなりません。 

このため、毎年度行う事務事業評価を基本とした進行管理を行う一方で、事業期間が長期にわたる

都市計画道路網の整備にあたっては、その間の本市の財政状況や社会経済情勢、周辺の交通状況、土

地利用の状況等の変化を踏まえるとともに、こうした時代の変化による地域の意向も汲み取り、その

時々で柔軟に事業化を判断していくことが必要となります。 

そこで、従来から行われている PDCA サイクルに基づく評価を軸に、評価（Check）の段階では、そ

の時点における道路整備の必要性や整備に伴う費用、整備により生じる効果等について費用便益費

の算定や、客観的データに基づく統計分析など EBPM の考え方を用いて評価を行い、行動（Action）

に繋げていくことが有効です。 

さらに、SWOT 分析により、その時点における本市の強み（Strength）や弱み（Weakness）、本市

の発展に繋がる新たな機会（Opportunity）、事業の進捗に負の影響を及ぼすような脅威（Threat）

などを整理し、事業の方向性を再評価（Check）することも効果的です。 

こうした、EBPM の考え方や SWOT 分析等の手法を活用し、中長期的なスパンでの PDCA を回し本計

画を見直していくことで、持続可能な道路事業とすることが可能となります。 

  

各施策の PDCA サイクルのイメージ 
（各年） 

道路整備計画の PDCA サイクルのイメージ 
（５年程度） 

Plan
各施策の立案

Do
各施策の実施

Check
各施策の進行管理（事務事業評価）

Action
各施策への反映（見直し）

社会経済情勢の変化を踏まえた評価
EBPMの考え方

SWOT分析

Plan
道路整備計画の立案

Do
事業の実施

Action
計画への反映（見直し）

Check
本計画の進行管理

連携
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（２）道路整備施策の進行管理 

評価指標については、事務事業評価等で各年度の実績を確認し、事業の効果やあり方の検証を行っ

た上で、各事業の改善など必要な見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁以降に、評価指標一覧を示します。 

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

市の事務
スケジュール

評価（検証） 見直しの検討
事業の改善

など①

事業の改善
など②

P

C

次年度予算編成

事業実施

D

A P

前年度事業の評価
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（案） 
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（３）道路整備計画の更新 

毎年度の PDCAサイクルの結果を踏まえ、事業推進の効果等を検証した上、基本方針や基本目標の

設定等について見直し（５年程度）を行い、計画の改定を行います。 

改定にあたっては、上位計画や関連計画と連動して効果を発現できるように留意します。 
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都市計画マスタープラン

総合交通施策〔第2期〕

総合計画

総合交通施策〔第3期〕

大和市道路整備計画（計画期間10年）

総合交通施策〔第1期〕
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用語解説 

 

あ行 
●新たなまちづくりを検討する地域 

大和市都市計画マスタープランで、土地利用誘導

地として位置付けられ新たなまちづくりを検討して

いく地域。 

 

●維持管理費 

施設（道路施設）が持っている能力を継続的に維持

するために要する費用。用役費、修繕費、予防保全費、

人件費などがある。 

 

●インフラ 

インフラストラクチャーの略。国家・社会の存続・

発展の根幹をなす施設。道路、公園、上下水道、電気、

ガス、通信、交通機関などを指す。 

 

●エリアマネジメント 

特定のエリアを単位に、地域における良好な環境

や地域の価値を維持・向上させるための市民・企業等

による主体的な取組み。 

 

●温室効果ガス 

二酸化炭素をはじめとする、大気中に存在する熱

（赤外線）を吸収し、地表を保温する性質を持つ気体

の総称。地球温暖化の原因となる。 

 

か行 
●開発事業 

主に都市計画法に基づき、都市の機能向上や良好

な住環境の形成を目指し、宅地の造成、公共施設（道

路・公園など）の整備、建築物の建設などを総合的に

行う事業の総称。 

 

●神奈川県無電柱化計画 

神奈川県管理道路における今後の無電柱化の基本

的な方針、目標、施策等を定めたもの。 

 

●かながわ都市マスタープラン 

概ね 20 年後を展望した「神奈川の県土・都市像」

を都市づくりの分野から描き、その実現に向けて広

域的な都市づくりの基本方向を示すことによって、

土地利用、社会資本整備、市街地整備を総合的かつ計

画的に推進することを目的とした計画。 

 

●かながわのみちづくり計画 

神奈川県が策定する道路部門の実施計画で、県内

の道路網の整備・管理を通じて、防災・経済・生活の

向上を目指す計画。 

 

●環境負荷 

人が環境に与える負担のこと。単独では環境への

悪影響を及ぼさないが、集積することで悪影響を及

ぼすものも含む。 

 

●観光誘客 

地域に人を惹きつけ、滞在を促し、消費を促すため

の、戦略的かつ総合的な取り組み。 

 

●幹線２級 

主に「幹線２級市町村道」を指し、地域の交通網に

おいて、主要幹線を支え、住民の日常生活に不可欠な

役割を果たす補助的な幹線道路を指す。 

 

●企業誘致 

地方自治体などが、地域の経済活性化や雇用創出

を目的に、企業の本社・工場・事業所などをその地域

に誘い込む取り組みのこと。 

 

●拠点施設 

特定の地域や活動において、中心的な役割を果た

し、様々な機能を集約・連携させるための施設の総称。

本市では、IKOZA やシリウス、ポラリスなどが該当す

る。 
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●緊急輸送道路 

大規模災害が起きた場合における避難・救助をは

じめ、物資の供給、施設の復旧等、広範な応急対策活

動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交

通の確保を図ることを目的として指定された路線。 

 

●空間ポテンシャル 

ある空間（土地やエリア）が持つ将来的な可能性や

潜在的な価値を指す。開発、利用、改善などによって、

その空間が都市の発展や生活の質向上にどれだけ貢

献できるか、という能力や可能性を意味する。 

 

●区画道路 

交通機能よりも宅地の利用（日照・通風・住環境の

確保、土地の区画整理）に重点を置いた、主に住宅地

内の生活道路。 

 

●洪水浸水想定区域 

河川が氾濫した場合の浸水が想定される区域。市

町村が作成する洪水ハザードマップの基本情報とな

るもの。本市では、境川及び引地川に対する洪水浸水

想定区域が定められている。 

 

●交通結節点 

鉄道、バス等の公共交通機関や自動車、二輪車等の

個別輸送機関等の複数の交通機関が集中し結び合っ

ている場所。本市では、鉄道駅周辺が該当する。 

 

●国際園芸博覧会後のテーマパーク 

国際園芸博覧会後の上瀬谷通信施設跡地には、

「KAMISEYA PARK（カミセヤパーク／仮称）」という

大型テーマパークが計画されており、2031 年頃の開

業を目指している。 

 

●コミュニティバス 

交通不便地区や高齢者等の日常行動を支援するた

めに、小回りのきく小型バスを用いてきめ細かなサ

ービスを行う地域密着型のバスのこと。本市では、

「のろっと」と「やまとん GO」が運行している。 

 

さ行 
●細街路 

幹線道路や補助幹線道路を補完し、都市基盤の形

成を担う一定区画内の道路。 

 

●財源 

国や自治体、会社、個人が何かをするためのお金の

「出どころ」「もと」のこと。本計画では、道路事業

を行うために必要な予算のもと。 

 

●市街化区域 

すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

ここでは公共施設の整備を行い、開発行為も一定の

基準にかなったものは許可される。 

 

●市街化調整区域 

自然環境の保全を中心とした土地利用に限定し、

市街化を抑制すべき区域。原則として開発行為や建

築行為はできないことになっている。 

 

●事後保全 

道路、公園、上下水道などのインフラ施設において、

故障や機能の不具合が発生してから修繕や対策を講

じる保全手法を指す。 

 

●持続可能性 

環境負荷を減らし、経済・社会・環境のバランスを

取りながら、現在世代も将来世代も快適に暮らせる

都市を作ること。 

 

●自転車ネットワーク 

自治体が通勤・通学や観光など日常利用が多い主

要な道を「自転車が走りやすい道」として重点的に指

定・整備するネットワークのこと。 

 

https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%9C%92%E8%8A%B8%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%9C%92%E8%8A%B8%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgoIARAAGIAEGKIEMgoIAhAAGIAEGKIEMgoIAxAAGIAEGKIEMgoIBBAAGIAEGKIE0gEHNTkxajBqN6gCCLACAfEFdooNwFpDWlE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBT9rsNKSCyn4STPP4pHzpGuhXFTb-SLTwC6Dklp2G0hzQXGb6DQGmEgsb0ZbBmscn7pMf8MHKXN0OhWLrySbd5kUUh3gtau6KOMIoTi4ZFL6p6KN6iUokvC7Ju8QidYrU&csui=3&ved=2ahUKEwjI-Ov-8ciRAxVf8DQHHdwlGdcQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=%E4%B8%8A%E7%80%AC%E8%B0%B7%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E8%B7%A1%E5%9C%B0&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%9C%92%E8%8A%B8%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgoIARAAGIAEGKIEMgoIAhAAGIAEGKIEMgoIAxAAGIAEGKIEMgoIBBAAGIAEGKIE0gEHNTkxajBqN6gCCLACAfEFdooNwFpDWlE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBT9rsNKSCyn4STPP4pHzpGuhXFTb-SLTwC6Dklp2G0hzQXGb6DQGmEgsb0ZbBmscn7pMf8MHKXN0OhWLrySbd5kUUh3gtau6KOMIoTi4ZFL6p6KN6iUokvC7Ju8QidYrU&csui=3&ved=2ahUKEwjI-Ov-8ciRAxVf8DQHHdwlGdcQgK4QegQIARAE
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●ジャンクション 

高速道路同士が接続する分岐・合流地点を指す。 

 

●将来交通量推計 

将来の人口や経済状況（GDP など）の変化を基に、

特定の道路や地域で将来どれくらいの交通量（車の

台数や走行距離）が発生するかを予測する技術。 

 

●スマートインターチェンジ 

高速道路の既存施設から一般道に出入りできるよ

う設置された、ETC 専用の簡易型インターチェンジ。 

 

●生活道路 

居住地における沿道宅地への出入りや通風・採光

の役目を受け持ち、発生する交通の末端処理機能を

担う市民生活に最も身近な道路。 

 

●走行時間短縮便益 

道路の整備・改良によって自動車の走行時間が短

縮されることで、道路利用者が得られる経済的なメ

リット（価値）をお金に換算したもの。 

 

●ゾーン３０プラス 

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保す

ることを目的とし、最高速度 30 キロメートルの速度

規制を定めた「ゾーン 30」と、車両の通行部分の幅

員を狭める「狭さく」や、路面に凸部を設ける「ハン

プ」等の物理的デバイスを適切に組み合わせた交通

安全対策。 

 

た行 
●ダブルネットワーク 

防災・減災や物流効率化の観点から、高規格道路

（高速道路など）と並行する一般国道などを組み合

わせて、二重の道路網を構築する考え方のこと。本計

画では、国県道と幹線市道によるダブルネットワー

クの構築を目指す。 

 

●地区計画 

都市計画法に定められた都市計画の種類の一つで、

住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園の

施設の配置や建築物の建築形態等について、地区の

特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくり

の計画のこと。 

 

●地区施設道路 

地区計画に基づいて、地区内の住民の生活利便性

向上や良好な市街地環境形成のために、地区施設と

して整備・配置される予定の道路。 

 

●駐輪場シェアサービス 

空いている土地やスペース（自宅の庭、店舗の空き

地など）を「貸したい人」と、駐輪場を探している「借

りたい人」を、スマートフォンアプリを通じてマッチ

ングさせるサービス。 

 

●定性評価 

数値や数量では表しにくい要素や効果を、言葉や

記述的な表現を用いて質的に評価する手法。 

 

●定量評価 

「数値」を用いて客観的に測り、分析・評価する手

法。 

 

●電柱の占用制限 

災害時の緊急車両の通行や避難経路確保のため、

緊急輸送道路などで「新設電柱」の設置を原則禁止す

る制度。 

 

●道路環境 

単なる交通路としてだけでなく、生活、自然、地球

環境、景観、防災、アメニティ（快適性）など多面的

な要素を含んだ、人々の暮らしと一体化した道路空

間全体を指す。 

 

 



 

用語解説 

１４４ 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 
第
５
章 

●道路行政 

人やモノの移動、経済活動を支える道路の計画、建

設、維持管理、安全確保、効率的な利用促進までを行

う一連の行政活動のこと。 

 

●道路施設の脱炭素化 

道路の建設・管理・利用の全ライフサイクルで CO2

排出量を削減し、最終的に道路分野全体で 2050 年カ

ーボンニュートラル（実質ゼロ）を目指す取り組み。 

 

●道路ネットワーク 

都市の骨格を形成し、交通、防災、環境、まちづく

り機能などを支えるため、計画的に整備される道路

網のこと。 

 

●道路の計画密度 

都市計画において将来の都市の骨格となるべき都

市計画道路網の整備目標として設定される、1 平方キ

ロメートルあたりの道路延長を指し、都市の利便性

や機能性を確保するための指標となるもの。 

 

●都市基盤 

都市活動を支える最も基本的な施設。道路・街路、

鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、通信施

設などの生活・産業基盤や学校、病院、公園などの公

共施設のこと。 

 

●都市機能 

医療、福祉、子育て支援、教育文化、商業等の都市

の生活を支える機能のこと。 

 

●都市計画道路 

都市交通の最も基幹的な都市施設として、都市計

画法に基づいて都市計画決定された道路。都市の骨

格を形成し、安全・安心な市民生活と機能的な都市活

動を確保する。 

 

 

●都市計画道路整備プログラム 

地方自治体が、将来の都市の交通渋滞緩和、防災機

能向上、安全・快適な通行空間確保などを目指し、未

整備の都市計画道路について、整備の必要性や優先

性、整備時期の目標を定めて公表する計画のこと。 

 

●土地区画整理事業 

道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土

地の形を整えて住宅利用の増進を図る事業。公共施

設が不⼗分な場所では、土地の所有者から少しずつ

土地を提供してもらい、その土地を道路・公園などの

公共用地が増える分に充てることや、その一部を売

却して事業資金の一部に充てる。 

 

●土地利用 

都市計画マスタープランの方針等を踏まえ、住宅・

商業・工業などの用途を定めて秩序ある市街地形成

と住環境の向上を図ること。都市計画道路の整備に

あわせた土地利用が期待できる。 

 

な行 
●内水浸水想定区域（雨水出水浸水想定区域） 

大雨が降った際に下水道や水路の排水能力を超え、

雨水が溢れて道路や住宅地が冠水する（内水氾濫）と

想定される地域。 

 

は行 
●パークレット 

車道の一部（主に駐車スペース）を転用して作られ

る、歩行者のための小さな公共空間。 

 

●バリアフリー法に基づく特定道路 

主要駅や福祉施設などを結び、高齢者や障害のあ

る方が日常的に利用する道路で、移動等円滑化基準

（省令）への適合が義務付けられ、歩道の拡幅・改良

や段差解消、案内標識設置などの整備が法的に推進

される道路。 

 

https://www.google.com/search?q=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93&sca_esv=4349badbe1162cc9&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&ei=v-lEacHdK5jCvr0P476I8Q0&ved=2ahUKEwiN8p-Q_ciRAxWFcPUHHQ67FH8QgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%95%B4%E5%82%99%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiJ-mDveW4guioiOeUu-mBk-i3r-aVtOWCmeODl-ODreOCsOODqeODoDIFEAAYgAQyBBAAGB4yCBAAGKIEGIkFMggQABiiBBiJBTIGEAAYBRgeMgYQABgFGB5I9g5QwQtYoA1wAngBkAEAmAFNoAFNqgEBMbgBA8gBAPgBAfgBApgCA6ACVagCCsICChAAGLADGNYEGEfCAhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBmAMD8QXLjsUnxMSXKogGAZAGB7oGBAgBGAqSBwEzoAfmA7IHATG4B0_CBwMwLjPIBwaACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAnK9pFgRGGxPnDhbc5ar-9X414VMstAL0R4df1VJuU3HkE7cRcdh6ry3fUXfY88IWw1dUeWS5OKYSVHh94bx3QEHqgsMpqaP8yEjy04L053tgPm01UGjGa7eCL9FzUuQg&csui=3
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●費用対効果 

投じた費用（コスト）に対してどれだけの効果（リ

ターン）が得られたかを評価する指標で、「効果÷費

用」で算出される。 

 

●復旧支援活動 

地震・水害などの災害発生後、被災地の復旧・復興

を助ける活動。 

 

●物流 

生産された商品が消費者へ届くまでの「モノの流

れ（物的流通）」全体を指す。 

 

●包括委託 

道路事業では、道路に関する複数の管理業務（点検、

清掃、補修等）をエリアや期間をまとめて一括して民

間事業者に委託する手法。 

 

●歩道セーフティーアップ 

主に歩道の段差を解消して、車椅子・ベビーカー利

用者や高齢者、視覚障害者などが安全に通行できる

ようにする整備、または歩行者の安全性を高めるた

めの歩道改良事業を指す。 

 

ま行 
●まちなかウォーカブル区域 

都市再生特別措置法に基づき、市町村が指定する

「居心地が良く歩きたくなる」まちなか空間づくり

のためのエリアで、歩道の拡幅、公園の整備、建物の

低層部開放などで「車中心から人中心」への転換を図

り、にぎわい創出を目指す地域のこと。 

 

●ミッシングリンク 

高速道路網や都市計画道路などで本来つながるべ

き区間が未整備で途切れている部分を指す。 

 

●民間活力の導入 

公共サービスの提供や公共施設の整備・運営にお

いて、民間の資金、経営能力、技術（ノウハウ）を積

極的に活用する考え方や手法。 

●無電柱化 

道路の地下空間等を活用して、道路から電柱をな

くすこと。電力線や通信線などを道路の下へ収容す

ることで、防災面での機能向上や景観形成上の効果

が期待できる。 

 

や行 
●大和市環境基本計画 

大和市環境を守り育てる基本条例に基づく、環境

の保全及び創造に関する基本的な計画。 

 

●大和市商業戦略計画 

平成 24 年 12 月に商業基盤の強化と地域社会の活

性化を促進することを目的に制定した「大和市商業

振興条例」に基づき、商業振興に関する施策について

策定された計画。 

 

●大和市総合計画 

本市が目指す将来の姿（将来都市像）やまちづくり

の基本的な方向性を総合的・計画的に定める最上位

の行政計画。 

 

●大和市総合交通施策 

徒歩や自転車、鉄道・バス・タクシーなどの公共交

通、その他の交通サービスなどによる人中心の移動

ネットワークの形成に向けて、まちづくりとの連携

を図りつつ、総合的な交通施策を推進するための計

画。 

 

●大和市地域防災計画 

地震や風水害等の災害対策に関し、市及び関係機

関が対応すべき事務又は業務について総合的な指針

を定めた計画。 

 

●大和市地球温暖化対策実行計画 

「2050 年カーボンニュートラル社会の実現」と
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「2030 年度までに温室効果ガスの排出量を 2013 年

度比で 46％削減する」という目標の実現に向けて、

本市の温室効果ガス排出量の現状と温室効果ガス排

出量削減のための取組みをまとめた計画。 

 

●大和市都市計画マスタープラン 

都市計画法第 18 条の２に位置付けられた「市長村

の都市計画に関する基本的な方針」にあたり、概ね 20

年先を目安とした都市の将来像を明らかにし、その

実現に向けた都市づくりの方針を示した計画。 

 

●大和市緑の基本計画 

主として都市計画区域内における緑地の適正な保

全および緑化の推進に関する施策を総合的、計画的

に実施するために定めた基本計画。 

 

●大和都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針 

人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施

設の整備などについて将来の見通しや目標を明らか

にし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具

体的に定めたもの。 

 

●予防保全 

設備や機械が故障する前に、計画的に点検や部品

交換などのメンテナンスを行うことで、故障の発生

を未然に防ぎ、安定稼働と生産性向上を目指す保全

手法。 

 

●ユニバーサルデザイン 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多

様な人々が利用しやすいよう施設や生活環境をデザ

インする考え方のこと。 

 

ら行 
●ラダーパターン 

幹線道路が縦軸（南北）と横軸（東西）方向による

はしご型に配置された交通軸。本市の幹線道路の基

本的な構造でもある。 

 

●ラバーポール 

正式名称は「車線分離標」。一般道や高速道路、駐

車場、歩道などあらゆる場所にあり、事故防止やガイ

ドラインなどが設置の目的。 

 

●リダンダンシー 

「冗長性」、「余剰」を意味する。国土計画上では、

自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶

や一部施設の破壊が全体の機能不全につながらない

ように、予め交通ネットワークやライフライン施設

を多重化したり、予備の手段が用意されているよう

な性質を示す。 

 

●リニア中央新幹線新駅 

東京・品川と名古屋の間には神奈川県駅（仮称）、

山梨県駅（仮称）、長野県（仮称）駅、岐阜県（仮称）

駅の４つの中間駅が計画されている。相模原市橋本

駅付近の神奈川県駅は県立高校跡地の地下に建設中

である。 

 

●林間都市開発 

小田急電鉄が 1920 年代から始めた、緑豊かな郊外

の計画的なベッドタウン（田園都市）建設構想で、中

央林間・南林間・東林間といった「林間」地名の由来

にもなっている。 

 

Ａ～Ｚ 

●Ｂ／Ｃ（ビー・バイ・シー） 

費用便益比。施設整備に伴い生じる便益（Ｂ＝ベネ

フィット）と施設整備に要する費用（Ｃ＝コスト）と

を比較し、このＢ／Ｃの値が、１以上あれば、一定の

費用対効果が得られる事業であるという「客観的な

評価」を行うための分析方法である。 

 

●ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション) 

「Digital Transformation」の略で、デジタルと変
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革を掛け合わせた造語。道路の計画・建設・維持管理・

利用といった一連のプロセスにおいて、デジタル技

術を導入・活用し、業務の効率化・自動化、安全性向

上、コスト削減、新たな価値創造を目指す取り組み。 

 

●ＥＢＰＭ 

データや統計情報（エビデンス）に基づいて、道路

政策の目的を明確化し、効果的な施策を立案・評価・

改善していく手法。 

 

●ＥＳＣＯ事業（エスコ事業） 

Energy Service Company事業。省エネルギー改修

にかかる全ての経費を光熱水費の削減分で賄い、削

減効果の一部を事業者の報酬とするビジネスモデル

を指す。 

 

●ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ2027 

（2027 年国際園芸博覧会） 

国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮ら

し、地域・経済の創造や社会的な課題解決への貢献を

目的とする博覧会。旧上瀬谷通信施設（横浜市）にて、

令和９（2027）年３月～９月に開催。 

 

 

 

●ＩＣＴ（アイシーティー） 

「Information Communication Technology」の略。

情報通信技術の略。単にコンピューターやソフトウ

ェアの技術（IT）だけでなく、それらを使って人と人、

人とモノをつなぎ、情報を共有・伝達する仕組みや活

用方法（医療、教育、ビジネスなど）までを含み、現

代社会のインフラとして広く使われている。 

 

●ＳＷＯＴ分析 

事業の現状を強み(Strength)、弱み(Weakness)（内

部環境）、機会(Opportunity)、脅威(Threat)（外部

環境）の 4 つの要素で整理・分析し、戦略立案に役

立てる手法。 

 

●2027 年国際園芸博覧会 来場者輸送実施計画 

ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ2027 の来場者の安全・円滑

な移動の実現と、来場者の利便性と地域の生活環境

の双方に配慮した、バランスの取れた輸送アクセス

体系の構築を目的とした計画。2027 年国際園芸博覧

会 来場者輸送基本計画では、来場者輸送の「目指す

べき姿」や「交通機関別の輸送の考え方」などの基本

的な事項を定め、実施計画では、さらなる検討や、関

係機関との協議を進め、環境負荷低減にも配慮して

いる。 
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